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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月19日(2020.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１）下記一般式（２）に表される化合物、その異性体及び／又はそれらの薬理学的に許
容される塩と、２）部分架橋型メチルポリシロキサンを含有することを特徴とする、オイ
ルゲル剤形の皮膚外用剤。
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【化１】

[式中、Ｒ４は、カルボキシル基により置換された炭素数１～４の直鎖又は分岐のアルキ
ル基を表し、Ｒ５及びＲ６は、それぞれ独立に、炭素数１～４の直鎖又は分岐のアルキル
基を表す。]
【請求項２】
　さらに、前記部分架橋型メチルポリシロキサン以外のシリコーンオイルを含有すること
を特徴とする、請求項１に記載のオイルゲル剤形の皮膚外用剤。
【請求項３】
　前記一般式（２）に表される化合物が、下記式（３）に表される３（ＲＳ）－[[４－（
カルボキシメチルアミノカルボニル）フェニルカルボニル]－L－バリル－L－プロリル]ア
ミノ－１，１，１－トリフルオロ－４－メチル－２－オキソペンタンであることを特徴と
する、請求項１または２に記載のオイルゲル剤形の皮膚外用剤。

【化３】

【請求項４】
　更に、球状粉体を含有することを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載のオイ
ルゲル剤形の皮膚外用剤。
【請求項５】
　前記球状粉体が、有機球状粉体であることを特徴とする、請求項４に記載のオイルゲル
剤形の皮膚外用剤。
【請求項６】
　前記球状粉体が、ポリメチルメタクリレートであることを特徴とする、請求項４または
５に記載のオイルゲル剤形の皮膚外用剤。
【請求項７】
　前記球状粉体が、皮膚外用剤全量に対し１２～５０質量％含有されることを特徴とする
、請求項４～６の何れか１項に記載のオイルゲル剤形の皮膚外用剤。
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